
平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 （ 郵 便 を 出 す 日 ） 

○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 地 ○ 号  

【 契 約 解 除 を 通 知 す る 相 手 先 会 社 名 】  

代 表 取 締 役 【 契 約 解 除 通 知 先 代 表 者 名 】 殿  

 

○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 地 ○ 号  

【 契 約 解 除 通 知 を 行 う 会 社 名 】  

代 表 取 締 役 【 代 表 者 名 】 ㊞  

           

               通  知  書  

貴 社 益 々 ご 清 栄 の 事 と お 慶 び 申 上 げ ま す 。 

さ て 、当 社 と 貴 社 と の 間 で 締 結 さ れ て お り

ま す 、 継 続 的 商 品 売 買 基 本 契 約 書 （ 契 約 書

番 号 【 契 約 書 に 記 載 さ れ て い る 契 約 書 番

号 】 ） に は 、 第 ○ ○ 条 【 守 秘 義 務 に 関 す る

条 項 】 の 守 秘 義 務 に 関 す る 条 項 に お い て 、

本 契 約 に 関 連 し て 相 手 方 が 開 示 し た 情 報

に つ き 、相 手 方 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ

と な く 第 三 者 に 開 示 ・ 漏 洩 し な い も の と し 、

か つ 、本 契 約 に お け る 義 務 の 履 行 又 は 権 利

の 行 使 に 必 要 な 場 合 を 除 き 、い か な る 方 法

に よ ら ず 利 用 を し な い も の と す る と 定 め

ら れ て お り ま す が 、 貴 社 は 、 当 社 の 書 面 に

よ る 承 諾 無 し に 、当 社 が 開 発 し た 商 品 ○ ○

【 商 品 型 式 等 】 の 図 面 及 び 仕 様 書 を 基 に 、

他 社 に 商 品 開 発 を さ せ て お ら れ ま す 。こ れ



は 、上 記 契 約 の 守 秘 義 務 に 反 す る 行 為 で あ

り 、 著 し い 背 信 行 為 で あ り ま す の で 、 当 該

契 約 書 の 第 ○ ○ 条 第 ○ ○ 項 及 び ○ ○ 項【 契

約 の 即 時 解 除 に 関 す る 条 項 】 に 基 づ き 、 本

書 を も っ て 、当 該 契 約 の 全 部 の 解 除 を 通 知

い た し ま す 。  

あ わ せ て 、契 約 解 除 に よ る 期 限 の 利 益 の 喪

失 に と も な い 、 現 在 、 当 社 が 貴 社 に 対 し て

有 す る 売 掛 債 権 に つ き ま し て 、直 ち に お 支

払 い い た だ き ま す よ う 請 求 い た し ま す 。  

ま た 、 第 ○ ○ 条 第 ○ ○ 項 及 び ○ ○ 項 【 契 約

の 即 時 解 除 に 関 す る 条 項 】 に よ る 解 除 は 、

損 害 賠 償 請 求 を 防 げ な い と 明 記 さ れ て い

ま す の で 、 貴 社 が 、 当 社 が 開 示 し た 情 報 を

第 三 者 に 漏 洩 し た こ と に よ り 生 じ た 損 害

に つ き ま し て は 、改 め て 損 害 賠 償 請 求 を さ

せ て い た だ き ま す の で 、ご 承 知 お き 下 さ い 。 

以 上  


